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現下の物価高騰を踏まえた経済対策本部会議

≪次第≫

（１）知事あいさつ
（２）議題

・国の新たな物価高騰対策及び県の対応について
（３）意⾒交換

日時 令和5年3月22日（水）
午後３時〜午後３時30分

場所 第３応接室
（一部、オンライン出席）



１ 低所得の子育て世帯への支援
 低所得の子育て世帯を対象に、児童1人当たり5万円を支給

２ 地⽅創⽣臨時交付⾦を１．２兆円追加措置
 低所得世帯への３万円を目安とした給付（０．５兆円）
 自治体の判断で物価高騰対策を進める枠組み（０．７兆円）
（推奨事業）
・ＬＰガス使用に係る負担軽減
・医療・介護・保育施設等に対する物価高騰対策支援
・中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援
・飼料価格上昇の影響を受ける酪農家支援 等

３ 酪農や養鶏など幅広い農業者の負担軽減を図るための飼料価格⾼騰対策、輸⼊⼩⻨の政府売渡価格
の激変緩和
４ エネルギー価格⾼騰に対する国⺠・事業者の負担軽減等

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付⾦の追加（報道情報）
 新型コロナ対応の医療提供整備などのため、緊急包括支援交付⾦を追加

国は、エネルギー価格高騰等への対応のため、予備費２兆円強を活用し、物価高騰対策及び新型コロナ対策を実施
国の新たな物価高騰対策
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＜主な対策＞

〔参考〕

＜22⽇、「物価・賃⾦・⽣活総合対策本部」
松野官房⻑官発言＞
「年度内に、コロナ対策と合わせ、２兆円強の
コロナ・物価予備費を措置」



本県の対応（緊急実施）
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１ 政府の新たな対策のうち、国の制度に基づく県事業については、速やかに執⾏
低所得の子育て世帯（ひとり親世帯）に対する給付⾦給付

⇒ 本⽇付（３月２２⽇）で県予備費（１．５億円）を発動

支給対象者︓児童扶養⼿当受給者等（低所得のひとり親世帯）
実 施 主 体︓福祉事務所（県分は三朝町、⼤⼭町）
給 付 額︓児童一人当たり一律５万円

３ 市町村が事業主体となる給付⾦事業等について、情報提供を⾏い、速やかな執⾏を促す
 低所得世帯への３万円を目安とした給付
 低所得の子育て世帯（ひとり親世帯）に対する給付⾦給付（三朝町、⼤⼭町以外）
 その他の低所得の子育て世帯に対する給付⾦給付（児童一人当たり一律５万円給付）

２ 県内事業者への支援について年度末に向けて機動的に対応するための「県内事業者物価
⾼騰緊急支援枠」を措置
新型コロナ・円安・物価高騰対策支援補助⾦、新型コロナ安⼼対策認証店特別応援キャンペーンなどについて、

令和４年度既定予算での対応に加え、特に事業者における省エネ対策などの前向き投資案件が増えていることから、
支援に万全を期すため、「県内事業者物価高騰緊急支援枠」を措置

２，０００万円

１．３億円



本県の対応
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＜今後の対応＞
「地⽅創⽣臨時交付⾦」等を活用した本県独自の対策については、速やかに関連団体等
と意⾒交換を⾏い、事業を構築し、予算措置を検討する。

【主な事業の想定】
ＬＰガス料⾦高騰に係る負担軽減対策
医療・社会福祉・保育施設等の物価高騰支援
中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策への支援
酪農をはじめとする畜産支援
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付⾦の拡充 など



5

物価・賃金・生活総合対策本部（第８回）（令和５年３月22日）会議資料（抜粋）
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